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はじめに 

 次に掲げる各事項は、インターテック ジャパン株式会社(以下、「当社」という)が、電気用品安全法（以下、「電安法」という）に基

づく適合性検査業務の受付にあたり、申請者に合意を求める事項です。 すべての事項に合意を頂ける場合のみ、適合性検査の

お申込みを受け付けます。 
 

 
1. お申込みについて 

1.1 適合性検査を実施するために当社が求める文書、資料、情報、および製品サンプルすべてをご準備下さい。 
1.2 適合性検査にあたり必要な場合、製造工場への立ち入り、検査設備および文書等の確認を行います。 

その際は、申請者の要員に同行を求めます。また、オブザーバーとして当社の要員及び／又は経済産業省、製品評価技術基

盤機構が参加する場合がございます。 
1.3 当社は、適合性検査の実施にあたり、申請者に書面による同意を得たうえで一部または全部の業務を外部機関に委託出来

るものとします。 
1.4 当社の業務範囲は、電安法第九条に係る範囲と致します。 
1.5 適合証明書等は、電安法第九条第 1 項に基づき提出された製品のサンプル、及び/又は製造工場の検査設備を検査した結

果、技術基準に適合したことを証明する文書であり、申請者が製造およびあるいは輸入する、すべての製品の適合性を保証す

るものではないことをご了承ください。 
 
2. 申請者の責務 

本合意事項に基づく申請者の責務を理解し、以下の事項を遵守ください。 
2.1 電安法の要求事項に常に適合し、電気用品の製造およびあるいは輸入を行うこと。 
2.2 適合性検査を実施するために、当社が必要とする適合性検査に係る事項すべての手配を行うこと。 
2.3 適合証明書等に記載された事項のみが有効であり、有効な適合証明書等がない電気用品には PSE マーク及び当社のロゴ

を表記しないこと。 
2.4 当社の信頼を損なうような適合証明書等の使い方をしないこと。 
2.5 誤解を招く、または適合証明書等の記載事項から逸脱すると当社が判断し、表明の取りやめを求めた場合、それに従うこと。 
2.6 申請者自身で、適合証明書等を複写し、その写しを他者に提供しないこと。 
2.7 広告または宣伝資料などで適合証明を受けたことを表明する場合、当社の指示に従うこと。 
2.8 適合証明を受けた本製品に係る苦情を記録し、当社の要求に応じて利用出来るようにすること。 
2.9 上記の苦情、及び本製品の不備に関して適切な処置をとり、文書で記録すること。 
2.10 適合証明書等の記載事項に影響を与える可能性のある変更を行う場合、電安法および関連法規の規定に基づいて経済産

業省へ報告およびあるいは当社に届け出る等の適切な処置を行うこと。 
 
3. 権利の留保 

当社は、お客様に書面で通知をした上で、本製品の再検査を行う権利を留保します。 こうした再検査は、技術基準の改正、本製

品に使用される材料の特性に関する新しい情報、または本製品の技術基準への適合性についての疑義の申立てを受ける等に

起因します。 
 
4. 機密 

4.1 機密保持 
当社は、適合性検査業務の過程で得られた申請者に対する情報及び申請者以外から得られた申請者に関する情報を機密と

して取扱い、申請者から書面による承諾を得ることなく、提供された機密情報を自発的に第三者に開示しません。 この義務は

既に公知である情報には適用されないものとします。 当社は、この機密保持義務は、適合証明書に記載した有効期限の満了

後も存続することに同意します。 
4.2 法律による開示命令 

法律に基づき、機密情報の開示を命じられた場合、直ちに申請者に通知したうえで、請求者に情報を開示するものとします。 
 
5. 不適合の取り扱い 

5.1 適合性検査の過程において、技術基準への不適合が確認された場合、当社は申請者に通知いたします。 
5.2 通知を受けた場合、40 日以内に不適合事項の改善を行ったうえで当社にご連絡ください。 
5.3 上記期間を過ぎてご連絡がない場合、申請を辞退されたと判断し、この業務を終了致します。 
5.4 不適合事項の改善は、一度のお申込みにつき、2 回まで受け付けます。 


